
電気自動車（EV）充電サービスに関する第二次実態調査について 

 

令和６年５月 29 日 

公正取引委員 会 

 

１ 調査の趣旨 

我が国は、2050 年までにカーボンニュートラル（注）を目指すこととしており、「経

済財政運営と改革の基本方針 2023」（令和５年６月 16 日閣議決定）において、「2035

年までに新車販売でいわゆる電動車（略）を 100％とする目標等に向け、（略）充

電・水素充てんインフラの整備（略）を支援する」こととしている。 

このような政府目標を踏まえると、電気自動車（以下「EV」という。）充電サー

ビス市場は、今後、急速な成長が見込まれる市場であり、かつ、市場環境も大きく

変化することが予想される中で、公正取引委員会は、グリーン社会の実現を後押し

することを目的として、令和５年７月 13 日に高速道路上における EV 充電サービス

を対象とする実態調査報告書（以下「令和５年報告書」という。）を公表した。令

和５年報告書で、公正取引委員会は、市場メカニズムを働かせる、すなわち、公正

かつ自由な競争を通じて資源の効率的な利用を促し、企業の活力向上、消費者の効

用増大、イノベーションの活性化等を図る観点から提言を行った。 

その後、経済産業省が同年 10 月 18 日に策定した「充電インフラ整備促進に向け

た指針」においても、「ユーザーの利便性の向上」、「充電事業の自立化・高度化」

及び「社会全体の負担の低減」の「３つの原則を総合的に勘案しながら、利便性が

高く持続可能な充電インフラ社会の構築を目指していく」こととされており、特に

「充電事業の自立化」という原則に鑑みれば、我が国における EV 充電インフラ整

備は、市場メカニズムを考慮しつつ進められていると考えられる。 

公正取引委員会としては、充電インフラ整備における市場メカニズムの働きを促

進し、競争政策の観点から、グリーン社会の実現を後押しすることが引き続き重要

であると考えており、令和５年報告書の公表後、高速道路外における EV 充電サー

ビスにも着目して、EV充電サービスに関する実態調査を継続実施してきたところ、

今般調査結果を取りまとめ、公表することとした。 

 

（注）「人の活動に伴って発生する温室効果ガスの排出量と吸収作用の保全及び強化により吸収される温室効

果ガスの吸収量との間の均衡が保たれ」ることをいう（地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年

法律第 117 号）第２条の２）。 

 

２ 調査の結果 

概要及び報告書本体を参照。 

 

問い合わせ先  公正取引委員会事務総局経済取引局調整課 

電話 ０３－３５８１－５４８３（直通） 

ホームページ  https://www.jftc.go.jp/ 


